
 

 

 

2009 年 10 月 14 日 

日 本 銀 行 

 

「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について 

 

 日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、下記の諸措

置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。 

本件は、適格担保の担保価格等に関して金融市場の情勢等を踏まえて行っ

た定例の検証の結果に基づき、本行資産の健全性および市場参加者の担保利

用の効率性を確保する観点から、適格担保の担保価格等を見直すものです。 

 

記 

 

１．「適格担保取扱基本要領」（平成 12 年 10 月 13 日決定）を別紙１のとお

り一部改正すること。 

２．「国債の条件付売買基本要領」（平成 14 年 9 月 18 日決定）を別紙２の

とおり一部改正すること。 

３．「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」（平成 16

年 4 月 9 日決定）を別紙３のとおり一部改正すること。 

 

以  上 

 

＜本件照会先＞ 

企 画 局 中尾根（03-3277-3768）

金 融 市 場 局 福 田（03-3277-1272）

  



 

 

「適格担保取扱基本要領」中一部改正 

 

 

○ 別表１を横線のとおり改める。 

 

 

別表１ 

 

担保の種類および担保価格 

 

１．国債（変動利付国債、分離元本振替国債および

分離利息振替国債、物価連動国債ならびに割引短

期国債を除く。）および国庫短期証券（割引短期

国債および政府短期証券をいう。） 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９８９９％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９５９７％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９３９６％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９２９５％ 

１－２．変動利付国債 

（１）残存期間１年以内のもの 時価の９９９８％ 

（２） 

 

（４） 

１－３．分離元本振替国債および分離利息振替国債 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９７９８％ 

（３）略（不変） 

別紙１ 

略（不変） 〜 



 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９４９６％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９１９４％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の８８９２％ 

１－４．物価連動国債 

（１）残存期間１年以内のもの 時価の９８９１％ 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９７９１％ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の９６８９％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９４８９％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９２８８％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９１８７％ 

２．政府保証付債券 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９７９８％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９４９６％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９２９５％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９１９４％ 

３．略（不変）  

４．地方債 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９７９８％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９４９６％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９２９５％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９１９４％ 

５．財投機関等債券 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９６９７％ 

（３）略（不変） 



 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９３９５％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９１９４％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９０９３％ 

６．社債 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９６９７％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９３９５％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９１９４％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９０９３％ 

７． 

８． 

９．資産担保債券 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９６９７％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９３９５％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９１９４％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９０９３％ 

１０． 

 

１２． 

１３．外国政府債券 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９６９７％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９３９５％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９１９４％ 

略（不変） 〜 

略（不変） 



 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９０９３％ 

１４．国際金融機関債券 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９６９７％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の９３９５％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の９１９４％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９０９３％ 

１５． 

 

１７． 

１８．企業に対する証書貸付債権 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９０９１％ 

（３） 

（４） 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期が

応当月内に到来するものを含む。） 残存元本額の６５７０％ 

１９．不動産投資法人に対する証書貸付債権 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９０９１％ 

（３） 

（４） 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期が

応当月内に到来するものを含む。） 残存元本額の６５７０％ 

２０．政府（特別会計を含む。）に対する証書貸付

債権 

（１）略（不変） 

略（不変） 〜 

略（不変） 

略（不変） 



 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９３９４％ 

（３） 

（４） 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期が

応当月内に到来するものを含む。） 残存元本額の７０７５％ 

２１．政府保証付証書貸付債権 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９３９４％ 

（３） 

（４） 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期が

応当月内に到来するものを含む。） 残存元本額の７０７５％ 

２２．地方公共団体に対する証書貸付債権 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超３年以内のもの 残存元本額の９３９４％ 

（３） 

（４） 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期が

応当月内に到来するものを含む。） 残存元本額の７０７５％ 

（特則） 

１．から１４．までに掲げるもののうち、パス・

スルー債等、元本の分割償還が行われることがある

債券 

（１）貸付債権担保住宅金融支援機構債券 時価の９２９５％ 

（２）略（不変） 

（附則） 

この一部改正は、平成２１年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 



 

 

「国債の条件付売買基本要領」中一部改正 

 

 

○ 別表１を横線のとおり改める。 

 

 

別表１ 

 

時価売買価格比率 

 

１．買入の場合 

（１）売買国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。） 

イ．略（不変） 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    １．００７１.００６ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   １．０１７１.０１４ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   １．０２４１.０２０ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの   １．０３３１.０２９ 

へ．残存期間３０年超のもの     １．０５１１.０３６ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの    １．００１１.０１４ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    １．００７１.０１９ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   １．０２２１.０２６ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   １．０２２１.０２６ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの    １．０１３１.０４３ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    １．０１９１.０４９ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   １．０２５１.０５６ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   １．０３８１.０６３ 

別紙２ 



 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの   １．０５１１.０７３ 

へ．残存期間３０年超のもの     １．０５７１.０８０ 

 

２．売却の場合 

（１）売買国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。） 

イ．略（不変） 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    ０．９９３０.９９４ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９８４０.９８７ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９７７０.９８１ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの   ０．９６９０.９７２ 

へ．残存期間３０年超のもの     ０．９５４０.９６７ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの    ０．９９９０.９８７ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    ０．９９３０.９８２ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９７９０.９７５ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９７９０.９７５ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの    ０．９８８０.９６０ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    ０．９８２０.９５６ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９７６０.９４９ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９６５０.９４４ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの   ０．９５４０.９３６ 

へ．残存期間３０年超のもの     ０．９４８０.９３１ 

 



 

○ 別表２を横線のとおり改める。 

 

 

別表２ 

 

担保価格 

 

１．受入の場合 

（１）担保国債（変動利付国債、分離元本振替国債お

よび分離利息振替国債ならびに物価連動国債を

除く。） 

イ．略（不変） 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの     時価の９９．３９９．４％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの    時価の９８．４９８．７％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの    時価の９７．７９８．１％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの    時価の９６．８９７．２％ 

へ．残存期間３０年超のもの     時価の９５．２９６．６％ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの     時価の９９．９９８．７％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの     時価の９９．３９８．２％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの    時価の９７．９９７．５％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの    時価の９７．９９７．５％ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの     時価の９８．８９５．９％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの     時価の９８．２９５．４％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの    時価の９７．６９４．７％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの    時価の９６．４９４．１％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの    時価の９５．２９３．２％ 

へ．残存期間３０年超のもの     時価の９４．６９２．６％ 

 



 

２．差入の場合 

（１）担保国債（変動利付国債、分離元本振替国債お

よび分離利息振替国債ならびに物価連動国債を

除く。） 

イ．略（不変） 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの   時価の１００．７１００．６％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの  時価の１０１．６１０１．３％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの  時価の１０２．３１０１．９％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの  時価の１０３．２１０２．８％ 

へ．残存期間３０年超のもの   時価の１０４．８１０３．４％ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの   時価の１００．１１０１．３％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの   時価の１００．７１０１．８％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの  時価の１０２．１１０２．５％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの  時価の１０２．１１０２．５％ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの   時価の１０１．２１０４．１％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの   時価の１０１．８１０４．６％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの  時価の１０２．４１０５．３％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの  時価の１０３．６１０５．９％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの  時価の１０４．８１０６．８％ 

へ．残存期間３０年超のもの   時価の１０５．４１０７．４％ 

（附則） 

この一部改正は、平成２１年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。 



 

 

「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」中一部改正 

 

 

○ 別表を横線のとおり改める。 

 

 

別表 

 

時価売却価格比率 

１．利付国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。）および国庫短期証券 

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの   ０．９９３０．９９４ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９８４０．９８７ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９７７０．９８１ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの   ０．９６９０．９７２ 

（６）残存期間３０年超のもの    ０．９５４０．９６７ 

２．変動利付国債 

（１）残存期間１年以内のもの    ０．９９９０．９８７ 

（２）残存期間１年超５年以内のもの   ０．９９３０．９８２ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９７９０．９７５ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９７９０．９７５ 

３．物価連動国債 

（１）残存期間１年以内のもの    ０．９８８０．９６０ 

（２）残存期間１年超５年以内のもの   ０．９８２０．９５６ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９７６０．９４９ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９６５０．９４４ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの   ０．９５４０．９３６ 

（６）残存期間３０年超のもの    ０．９４８０．９３１ 

別紙３ 



 

（附則） 

この一部改正は、平成２１年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。 

 


